
第 １ 回 

（仮称）権利擁護センター設立検討会 

と き 平成 27 年 7 月 14 日(火)19 時 00 分 

ところ 北広島市福祉センター 会議室 

 

 

会議次第 

1 開  会 

 

2 自己紹介 

 

3 座長の選任 

 

4 協議事項 

・（仮称）権利擁護センターの必要性 

・これまでの取組 

・検討会について 

・今後のスケジュール 

 

5 その他 

 

6 閉  会 



権利擁護センター設立検討会構成員名簿 

 

 

No 氏名 所属団体 役職等 

1 遠藤 隆子 
市民後見人 

養成講座修了生 
 

2 大滝 和子  司法書士 

3 佐藤 信一郎 
北広島市にし高齢者 

支援センター 
管理者 

4 髙森 健  弁護士 

5 林 恭裕 北翔大学人間福祉学部 学部長 

6 守谷 眞一 
市民後見人 

養成講座修了生 
 

7 若狭 聡美 
障がい者生活 

支援センターみらい 
管理者 

※敬称略、五十音順 
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協議事項 

 

・ （仮称）権利擁護センターの必要性 

 

 高齢社会の進行に伴う認知症高齢者の増加や、障がい者施策における障が

い者の地域移行の推進など、地域社会の中で権利擁護支援を必要とする人が

年々増加してきています。 

 

 国では、平成 12 年に介護保険法の施行に合わせ、判断能力が不十分な高

齢者に対し財産管理や身上監護を行う成年後見制度をスタートさせました。 

 障がい者の制度においても、障害者総合支援法（旧障害者自立支援法）に

おいて、成年後見制度の利用促進を掲げ、権利擁護支援を進めてきています。 

 

 当市においても、急速な高齢化の進行に伴う認知症の独居高齢者や高齢者

のみの夫婦の増加、障がい者の地域生活への移行の進行に伴い、深刻な生活

課題が顕在化してくるとともに、困難性が高くなって初めて権利擁護支援の

必要性が把握されることが多くなっています。 

 

 平成 25 年度に実施したニーズ調査から権利擁護支援の対象となる判断能

力が不十分な認知症高齢は約 1,400名、障がい者は約 1,500名となり、今後

も増加する傾向となっています。 

 

 このことから、市長はマニフェストとして権利擁護支援体制を整備するた

め（仮称）権利擁護センターを整備することを掲げています。 

 

 

権利擁護センターの関係法令  

【高齢者関係】 

・老人福祉法第 32条の 2 

・介護保険法第 115条の 45 

 →地域支援事業実施要綱 

 

【障がい者関係】 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 77条 

 →地域生活支援事業実施要綱、北広島市地域生活支援事業実施要綱 
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・ これまでの取組 

 

北広島市では、平成 24 年度から（仮称）権利擁護センター設立に向けた

準備を開始しています（取組み状況については別紙参照）。 

 

具体的な取組としては、平成 25 年度から市民後見人養成研修を実施し、

30名の受講生のうち 29名が修了し、平成 26年度にフォローアップ研修を実

施しています。 

 また、権利擁護センターを整備している自治体の情報収集、先進地視察、

関係機関との勉強会の開催を行い、北広島市における（仮称）権利擁護セン

ターの必要な機能などについて次のことを整理してきました。 

 

市民後見人養成研修を修了するのみでは、法律的視点や福祉的な視点で高

い専門性を必要とされる後見活動を行うことは困難な状況が予想されます。 

 

先進地の例を見ると専門職に代わる成年後見実施機関として社会福祉協

議会が法人後見事業を実施し、市民後見人養成研修修了生を後見支援員とし

て活用しています。 

 

後見を選任する家庭裁判所の判断で状況は異なるが、北海道の状況として

は市民後見人（個人受任）の選任が少なく、選任されている自治体では社会

福祉協議会が支援する体制をとっています。 

 

また、家庭裁判所は社会福祉協議会の法人後見の実施であれば比較的スム

ーズに選任が行われます。社会福祉協議会が法人後見を実施することで、市

民の利用にあたっての安心感をあたえることができ成年後見支援事業の促

進につながります。 

 

以上の点を考慮すると、北広島市では、社会福祉協議会以外に法人後見を

実施できる機関が見当たらない状況となっています。 

 

 結論として次のことを前提として設立準備を進めることとしています。 

①（仮称）権利擁護センターを北広島市社会福祉協議会に委託 

②機能として法人後見事業を実施 
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・ 検討会について 

 

（１）検討会設置の目的 

 

 （仮称）権利擁護センターを設立するにあたり、より実効的な権利擁護支

援体制を整備するため、学識経験者、高齢者や障がい者の相談事業を行って

いる職員などから、広く意見を求めるために開催することとしました。 

 

（２）検討会での協議事項 

 

① 権利擁護センターの設立に関すること 

 

② 権利擁護センターの運営に関すること 

 

③ 権利擁護センターの取り扱う事務に関すること 

 

④ その他権利擁護センターに関し必要と認める事項 

 

具体的には、（仮称）権利擁護センターの名称、（仮称）権利擁護センター

の機能と役割、関係機関とのネットワーク及び連携など 
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・今後のスケジュール 

 

日程 内容 
備考 

（事業や議会など） 

Ｈ27.7.14（火） 第１回 権利擁護センター設立検討会開催 

議題・自己紹介 

・座長の選任 

・（仮称）権利擁護センターの必要性 

   ・これまでの取組 

   ・今後のスケジュール 

 

Ｈ27.10 第２回 権利擁護センター設立検討会開催 

 

10月 道外先進地視察 

（埼玉県志木市他） 

Ｈ27.12 第３回 権利擁護センター設立検討会開催 

 

12月庁議 

Ｈ28. 2 第４回 権利擁護センター設立検討会開催 

 

 

Ｈ28.3  3月庁議 

Ｈ28.4～6 事務所改修工事  

Ｈ28.8 開設記念講演会・開設  

 



権利擁護支援体制（イメージと機能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉における権利擁護支援 

総合相談支援事業 

利用契約締結 

日常生活支援 

日常的金銭管理 

財産管理 

身上監護 

窓口設置 

相談・支援 

予防事業 

市民後見人養成等事業 

成年後見利用支援事業 

普及啓発事業 

４つの機能 

緊急事務管理 

法人後見事業 

（社協独自事業） 

権利擁護支援センター事業 

（対象：高齢者・障がい者） 

日常生活自立支援事業 

（道社協委託事業） 

児童虐待防止事業 

（市児童家庭課） 

（児童相談所） 

市委託 

社協事業 

高齢者虐待防止事業 

（市高齢者支援課） 

（高齢者支援センター） 

生活保障事業 

（市福祉課） 

DV防止事業 

（市児童家庭課） 

障がい者虐待防止事業 

（市福祉課） 

（障がい者相談支援事業所） 

消費者被害防止事業 

（消費者協会） 

生活保護 

窓口設置 

相談・支援 

予防事業 

虐待防止事業 

（市 児童・高齢・障がい） 

成年後見制度利用支援事業 

（市高齢者支援課・福祉課） 

市長申立 
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権利擁護センター設立検討までの取組状況 

 

年度 時期 項目 内容 

Ｈ24 平成 25 年 1 月 権利擁護体制のあり方に

関わる勉強会の開催 

講義「権利擁護に関する体制づくりの動きや制度の現状」 

 講師：旭川大学 白戸一秀氏 

市（高齢者支援課・福祉課） 

高齢者支援センター・障がい者支援センターみらい 

社会福祉協議会 

Ｈ25 平成 25 年７月 先進地視察 旭川成年後見センター 

平成 25 年９月 先進地視察 東京都（東京大学政策ビジョン研究センター） 

東京都（立川市：地域あんしんセンターたちかわ) 

埼玉県（行田市） 

東京都（千代田区：自治体向けセミナー） 

東京都（品川区：品川成年後見センター） 

平成 26 年１月 市民後見人養成研修事前 

セミナー開催 

一般向け・専門職向け開催（２回） 

平成 26 年 2 月 市民後見人養成研修開催 

共催：北海道 

後援：北広島市社協 

北海道市民後見人養成等推進事業により実施 

東大カリキュラム実習重点型を選択 

（前期３日・後期３日・自治体講義１日・地域実習３日間） 

修了生２９名／受講生３０名 

平成 26 年 3 月 成年後見制度ニーズ調査

実施 

高齢者施設 ２８/３２ヶ所（利用者１，４４９人） 

障がい者施設 １８/１９ヶ所（利用者１，５００人） 

Ｈ26 平成 26 年 4 月 権利擁護センター設立 

協議 

北広島市社会福祉協議会との協議 

平成 26 年７月 

～２月 

フォローアップ研修 年４回実施（修了生のうち活動希望者 28 名） 

平成 26 年１０月 先進地視察 帯広市成年後見支援センター「みまもーる」 

Ｈ27 平成 27 年４月 準備委託締結 委託先：北広島市社会福祉協議会 

平成 27 年６月 

～２月 

フォローアップ研修 年４回実施（修了生のうち活動希望者 27 名） 
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平成 25年度 北広島市 成年後見制度ニーズ調査 結果 

 

問１ 回答状況 

   高齢者施設  ２８/３２ヶ所（利用者１，４４９人） 

   障がい者施設 １８/１９ヶ所（利用者１，５００人）※市外利用者含む、重複有 

 

 

問２．貴事業所の利用者で、成年後見制度を利用されている人はいますか。 

  □高齢者 

 

 

３０人 
内 

訳 

後見類型 後見制度利用となった基本疾病等 

認知症 知的障がい 精神疾患 その他 

後見： ２０人 １８人 １人 人 １人 

保佐：  ７人 ６人 人 １人 人 

補助：  ２人 ２人 人 人 人 

任意後見： １人 １人 人 人 人 
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□障がい者 

 

 

５８人 
内 

訳 

後見類型 後見制度利用となった基本疾病等 

認知症 知的障がい 精神疾患 その他 

後見：   ３４人 人 ３２人 人 ２人 

保佐：   １５人 人 １２人 ２人 １人 

補助：    ９人 人 ９人 人 人 

任意後見：   人 人 人 人 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３．貴事業所の利用者のうち設問２でお答えいただいた人数を除き、成年後見制度を利用

した方がいいと思われる方は何人いますか？  

  □高齢者 

 ５１人（3.5％） 

    

□障がい者 

６２人（4.1％） 

 

   参考）法定後見制度ニーズ予想（Ｈ24度） 

      3.6％＜市民 2,515人（認知 1,361人+知的 514人+精神 277人） / 市民 60,044人＞ 
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問４．設問３で該当する方が、成年後見制度の利用に至らない理由はどのような理由だと思

いますか。該当する項目の□にチェックをつけてください。（複数回答可） 

 障18施設 高28施設 

本人及び家族が否定している。または必要性を感じていない。 5（27.7％） 10（35.7％） 

本人及び家族が申立て等の手続きが面倒なため申請を躊躇している。 0（0％） 3（10.7％） 

本人及び家族が報酬等費用の関係で申請を躊躇している。 2（11.1％） 9（32.1％） 

本人及び家族が制度を理解していない。 3（16.6％） 8（28.5％） 

本人の年金等の所得で家族が生活しているので支障が生じる。 3（16.6％） 3（10.7％） 

制度の利用等についてまだ本人及び家族と話していない。 5（27.7％） 6（21.4％） 

その他の理由について具体的内容をご記入下さい。 

 ・施設職員のサポートがあるため。家族が健在なため。＜障＞ 

・医師の診断書が作成できていない。＜高＞ 

・成年後見制度において財産管理を主とした動きをとる後見人が多い印象

があること。また制度活用にかかる経費の捻出も難しい状態のため、ケ

ースワーカー（該当者は生活保護需給中）や施設職員が家族への接触を

図る努力を続けるよりほかない状況と感じている。（該当者は１年以上

家族と音信不通の状態が続き、この間で施設利用料未納半年分を発生さ

せてしまっている）＜高＞ 

1（5.5％） 2（7.1％） 

（データ結果） 

  成年後見制度の利用に至らない理由を調査。 

  障がい者では「本人及び家族が否定している。または必要性を感じていない。」「制度の利用等に

ついてまだ本人及び家族と話していない。」の回答が最も多かった。 

  高齢者では「本人及び家族が否定している。または必要性を感じていない。」の回答が最も多く

障がい者と共通だったが、次いで「本人及び家族が報酬等費用の関係で申請を躊躇している。」が

多い結果となった。 
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問５．設問３に該当する方の、成年後見制度利用が必要な理由（ニーズ）はどのようなこと

ですか。該当する項目の□にチェックをつけてください。（複数回答可） 

項  目 障18施設 高28施設 

意
思
・
責
任
能
力 

自分の意思や苦情・不満をうまく伝えられない 7（38.8％） 7（25.0％） 

頻繁な物忘れがあり日常生活に支障がある 1（5.5％） 8（28.5％） 

話し言葉の理解や会話等でのメッセージの表出が難しい 3（16.6％） 2（7.1％） 

情報を得るための文字の理解や情報を伝えるための文字を書くことが難

しい 

3（16.6％） 3（10.7％） 

治療やサービス利用へ結びつけることが難しい 5（27.7％） 5（17.8％） 

不動産の販売など日常的な金銭管理の範囲を超える法律行為ができない 6（33.3％） 6（21.4％） 

生
活
管
理 

食事の摂取や服薬の管理等に支援が必要 4（22.2％） 6（21.4％） 

医療・福祉以外で誰かが支援しないと今ある制度をうまく活用できない 5（27.7％） 7（25.0％） 

将来にわたり、継続的に本人の日常生活を見守る存在がいない 6（33.3％） 10（35.7％） 

食品・衣料品・日常品の購入など、日常的な金銭管理が行えない 5（27.7％） 8（28.5％） 

収入に見合う計画的な支出ができない 7（38.8％） 9（32.1％） 

本人は自覚していないが、劣悪と思われる生活状態が続いている。 5（27.7％） 6（21.4％） 

代
理
・
保
証 

本人に代わって治療やサービス利用の契約を結ぶ人がいない 6（33.3％） 10（35.7％） 

本人に代わって緊急に必要な手術や保護措置などに同意する人がいない。 6（33.3％） 9（32.1％） 

本人に代わって治療やサービス内容の変更、あるいは停止を判断する人が

いない 

7（38.8％） 7（25.0％） 

権
利
侵
害 

親族による虐待や過干渉がみられる 1（5.5％） 1（3.5％） 

親族以外による虐待や過干渉がみられる 0（0％） 0（0％） 

親族が預貯金や年金、財産について適切な管理をしていない 4（22.2％） 8（28.5％） 

親族以外が預貯金や年金、財産について適切な管理をしていない 2（11.1％） 4（14.2％） 

悪質商法などの被害に遭っている。 1（5.5％） 1（3.5％） 

そ
の
他 

その他のニーズについて具体的内容をご記入下さい。 

・施設内では支援を受け生活が成り立っているが、在宅等の生活になったことを想

定するとサポート支援等がない場合、生活は困難である。＜障＞ 

・親族がご本人の預金を使っているかもしれないが確証が得られない。＜障＞ 

・キーパーソンである家族への連絡がとれなない。とれたとしても非協力的。利用

料の支払いも滞ることがある。＜高＞ 

・親族間でのコミュニケーションが良好でない。＜高＞ 

2（11.1％） 

 

2（7.1％） 

 

（データ結果） 

成年後見制度利用が必要な理由（ニーズ）を調査。 

障がい者・高齢者共通で『生活管理』の項目における「将来にわたり、継続的に本人の日常生活を見

守る存在がいない」、「収入に見合う計画的な支出ができない」といった理由が多かった。また『代理・保

証』に関しては全項目が多く、回答の多かった理由により現在の支援に困難を感じている可能性が高

いと考えられる。
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問６．成年後見制度に関して課題や問題を感じることは何ですか。 

該当する項目の□にチェックをつけてください。（複数回答可） 

  障18施設 高28施設 

制
度
利
用
前 

なぜ成年後見制度の利用が必要なのかわからない 3（16.6％） 1（3.5％） 

成年後見制度について誰に相談したらよいかわからない 3（16.6％） 3（10.7％） 

どのタイミングで制度を利用したらよいかわからない 4（22.2％） 7（25.0％） 

本人の理解・同意を得るのが難しい 8（44.4％） 14（50.0％） 

家族の理解・同意を得るのが難しい 7（38.8％） 10（35.7％） 

相談する窓口がわからない 2（11.1％） 2（7.1％） 

申
請 

申請など手続きに時間や手間がかかる 6（33.3％） 11（39.2％） 

申立費用について本人や家族が負担できない 3（16.6％） 7（25.0％） 

成年後見制度の手続きが煩雑である 9（50.0％） 14（50.0％） 

親族に成年後見人になってくれる人がいない 3（16.6％） 7（25.0％） 

制
度
利
用
後 

第三者にお願いした場合の報酬について本人や家族が負担できない 5（27.7％） 10（35.7％） 

医療行為への同意権利がない 9（50.0％） 11（39.2％） 

身元引受人になってもらえない 7（38.8％） 10（35.7％） 

保証人や連帯保証人になってもらえない 7（38.8％） 10（35.7％） 

死亡後の事務処理の権限がなくなる。 1（5.5％） 8（28.5％） 

成年後見人の資質に疑問がある。（不正事件など） 1（5.5％） 1（3.5％） 

そ
の
他 

その他の課題や問題について具体的内容をご記入下さい。 

・小額の年金から報酬を払うことは困難な方が多い。＜障＞ 

・成年後見人の資質評価が明確でない。（情報がない）＜障＞ 

・診断書を作成してくれる病院が少ない。＜高＞ 

2（11.1％） 

 

1（3.5％） 

 

 

（データ結果） 

成年後見制度利用に関して課題や問題と感じる点を調査。 

障がい者・高齢者共通で『制度利用前』の項目において「本人の理解・同意を得るのが難しい」「家

族の理解・同意を得るのが難しい」の回答が多く、また、『申請』の項目においては「成年後見制度の

手続きが煩雑である」が最も回答が多かった、 

また、『制度利用後』」においては、報酬負担の問題・医療同意権がもてないこと・身元引受人や連

帯保証人になれないことなど全体的に回答が多い結果となった。 

全体をとおして、制度利用後の問題については、後見人の責任の範囲等から非常に難しい問題では

あるものの、本人や家族に対する制度利用への働きかけや手続きをスムーズに進めるための利用支援

などの問題については、後見実施機関の役割や機能により解消できる点もあると思われる。 
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問７．成年後見制度を利用しやすくするために、期待する機能や役割はありますか。 

該当する項目の□にチェックをつけてください。（複数回答可） 

 障18施設 高28施設 

成年後見制度に関する相談窓口や相談機関の設置 9（50.0％） 16（57.1％） 

成年後見制度の利用手続きに関する相談支援 8（44.4％） 16（57.1％） 

成年後見制度の申立費用や報酬などの助成 6（33.3％） 18（64.2％） 

第三者後見人等の候補者の推薦 4（22.2％） 8（28.5％） 

その他、期待する機能や役割などありましたら具体的内容をご記入 

下さい。 

 ・金銭管理、代理行為以外にも生活面や医療面における代理行為ができる

ようになって欲しい。＜障＞ 

・相談センターができ相談しやすくなると良いです。＜高＞ 

1（5.5％） 1（3.5％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ結果） 

成年後見制度を利用しやすくするために記値する機能や役割について調査。 

  障がい者では「相談窓口や相談機関の設置」の回答が最も多く、次いで「利用手続きに関する相

談支援」が多い回答となった。 

  高齢者では「申立費用や報酬の助成」の回答が最も多く、次いで「相談窓口や相談機関の設置」、「利

用手続きに関する相談支援」の回答となった。 

本質問に関しては、これまでの項目と違い回答が多いことから、成年後見制度における後見実施機

関等への関心や期待が高いことが伺える。 
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問８．その他成年後見制度や権利擁護活動についてご意見などありましたらお聞かせ下さい。 

・浪費癖があったり金銭管理ができない身体障害者も利用できるようにして欲しい。＜障＞ 

・認知症の方が生活で困ることは生活面+金銭管理です。生活面は介護保険、金銭面は成年後見となりま

す。もっと活用しやすくなることを期待します。＜高＞ 

・今後、病院ＭＳＷなど知識をもっている人が、退職後、市民後見の担い手になるような仕組みがあると

いいと感じます。＜高＞ 
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北広島市権利擁護センターの設立に向けた検討会に関する要綱 

 

(開催) 

第 1条 この要綱は、認知症高齢者、障がい者の地域移行の推進等により支援を必

要とする者の権利擁護体制の整備を図るため北広島市権利擁護センターの設立に

向けた検討会(以下「検討会」という。)を開催する。 

(検討事項) 

第 2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。 

(1) 権利擁護センターの設立に関すること。 

(2) 権利擁護センターの運営に関すること。 

(3) 権利擁護センターの取り扱う事務に関すること。 

(4) その他権利擁護センターに関し必要と認める事項 

(構成) 

第 3条 検討会は、次に掲げる者により構成する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 権利擁護に関し専門的な知識を有する者 

(3) 権利擁護関係事業者の代表の職にある者 

(4) その他市長が必要と認める者 

2 検討会の座長は、互選により決定する。 

(開催期間) 

第 4条 検討会は、平成 27年 6月 1日から平成 28年 3月 31日まで開催する。 

(謝礼) 

第 5条 検討会に参加した構成員に対し、謝礼を支払う。 

2 謝礼の額は、1日につき 6,000円とする。 

 (庶務) 

第 6条 検討会の庶務は、保健福祉部高齢者支援課において行う。 

(その他) 

第 7条 この要綱に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、座長が構成員

の意見を聴いて定める。 

附 則 

この要綱は、平成 27年 6月 1日から施行する。 
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権利擁護センター設立準備関連法令等【高齢者関係分抜粋】 

 

○老人福祉法  

(昭和38年7月11日法律第133号) 

 (後見等に係る体制の整備等) 

第三十二条の二 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に

規定する後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる

人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者

の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

2 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び

活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めな

ければならない。 

 

○介護保険法  

(平成9年12月17日法律第123号) 

(地域支援事業) 

第百十五条の四十五 市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保

険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所

地特例適用被保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章に

おいて同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防

止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、

厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予

防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。 

一～二略 

2 略 

一 省略 

二 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利

擁護のため必要な援助を行う事業 

三～六省略  

 

第百十五条の四十五  市町村は、被保険者（当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被

保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住

所地特例適用被保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章

において同じ。）の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化

の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行う

ため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業（以下

「介護予防・日常生活支援総合事業」という。）を行うものとする。 

一～二省略 
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２省略  

一省略  

二 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁

護のため必要な援助を行う事業 

三～六 省略 

 

○地域支援事業実施要綱 

 

別記４ 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 

１ 本事業の内容 

 

（３）権利擁護業務（法第115 条の45 第２項第２号） 

ア 目的 

権利擁護業務は、地域の住民、民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が

解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢

者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門

的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のため必要な支援を行うことを目的とする。 

 

イ 事業内容 

日常生活自立支援事業、成年後見制度などの権利擁護を目的とするサービスや制度を活用す

るなど、ニーズに即した適切なサービスや機関につなぎ、適切な支援を提供することにより、

高齢者の生活の維持を図る。 

特に、高齢者の権利擁護の観点からの支援が必要と判断した場合には、次のような諸制度を

活用する。 

（ア） 成年後見制度の活用促進 

成年後見制度の利用が必要と思われる高齢者の親族等に対して、成年後見制度の説明や申立

てに当たっての関係機関の紹介などを行う。 

申立てを行える親族がないと思われる場合や、親族があっても申立てを行う意思がない場合

で、成年後見の利用が必要と認める場合、速やかに市町村の担当部局に当該高齢者の状 

況等を報告し、市町村申立てにつなげる。 

（イ） 老人福祉施設等への措置の支援 

虐待等の場合で、高齢者を老人福祉施設等へ措置入所させることが必要と判断した場合は、

市町村の担当部局に当該高齢者の状況等を報告し、措置入所の実施を求める。 

（ウ） 高齢者虐待への対応 

虐待の事例を把握した場合には、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関

する法律」（平成１７年法律第１２４号）等に基づき、速やかに当該高齢者を訪問して状況 

を確認する等、事例に即した適切な対応をとる（詳細の業務については、「市町村・都道府

県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」（平成１８年４月厚生労働省老健局） 

高齢者やその家庭に重層的に課題が存在している場合、高齢者自身が支援を拒否している場
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合等の困難事例を把握した場合には、地域包括支援センターに配置されている専門職が 

相互に連携するとともに、地域包括支援センター全体で対応を検討し、必要な支援を行う。 

（オ） 消費者被害の防止 

訪問販売によるリフォーム業者などによる消費者被害を未然に防止するため、消費者センタ

ー等と定期的な情報交換を行うとともに、民生委員、介護支援専門員、訪問介護員等に必要

な情報提供を行う。 

ウ 留意事項 

イの（ア）の成年後見制度の円滑な利用に向けて次のことに留意する。 

（ア）市町村、地方法務局等と連携し、成年後見制度を幅広く普及させるための広報等の取組

を行う。 

（イ）鑑定又は診断書の作成手続きに速やかに取り組むことができるよう、地域で成年後見人

となるべき者を推薦する団体等を、高齢者又はその親族に対して紹介する。 
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権利擁護センター設立準備関連法令等【障がい福祉関係分抜粋】 

 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

（平成17年法律第123号） 

 (市町村の地域生活支援事業)  

第七十七条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、

次に掲げる事業を行うものとする。 

一～三 略 

四 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると

認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ

成年後見制度の利用が困難であると認められるものにつき、当該費用のうち厚生労働

省令で定める費用を支給する事業 

五 障害者に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見、保佐及び補助の

業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業 

六～九 略 

2及び3 略 

 

 

○地域生活支援事業実施要綱（平成18年8月1日障発第0801002号） 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号）第７７条及び第７８条に基づき、市町村及び都道府県が実施する地域生活支援事業

について、今般、別紙１のとおり「地域生活支援事業実施要綱」を定め、平成１８年１０

月１日から適用することとしたので通知する。 

ついては、本事業を実施するとともに、管内市町村に対して周知徹底を図るなど本事業

の円滑な実施について協力を賜りたい。 

なお、本通知の施行に伴い、別紙２に記載する通知を廃止する。 

１ 目的 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号。以下「法」という。）第４条第１項に規定する障害者及び同条第２項に規定する障

害児（以下「障害者等」という。）が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわし

い日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔

軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、

障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域

社会の実現に寄与することを目的とする。 
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２ 実施主体 

（１） 市町村地域生活支援事業 

市町村（指定都市、中核市、特別区を含む。）を実施主体とし、複数の市町村が連携し

広域的に実施することもできるものとする。 

ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。 

また、都道府県が地域の実情を勘案して、市町村に代わって市町村地域生活支援事業の一

部を実施することができるものとする。 

（２） 都道府県地域生活支援事業 略 

３ 事業内容 

（１） 市町村地域生活支援事業 

障害者等に対する理解を深めるため研修・啓発事業、障害者等やその家族、地域住民等

が自発的に行う活動に対する支援事業、障害者等、障害児の保護者等からの相談に応ずる

とともに、必要な情報の提供等を行う事業、成年後見制度の利用に要する費用を支給する

事業、成年後見制度における法人後見の活動を支援するための研修等を行う事業、手話通

訳者の派遣等を行う事業、日常生活用具の給付又は貸与、手話奉仕員の養成を行う事業、

障害者等の移動を支援する事業及び障害者等を通わせ創作的活動等の機会の提供を行う事

業を必須事業とし、その他市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むた

めに必要な事業（以下「任意事業」という。）及び社会福祉法人、公益法人（公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）第２条第３項に規

定する法人をいう。）、特定非営利活動法人等の団体（以下「社会福祉法人等」という。）

が行う同事業に対し補助する事業を行うことができる。また、障害支援区分等事務に要す

る経費を補助する。 

［必須事業］ 

ア 理解促進研修・啓発事業 （別記 １） 

イ 自発的活動支援事業 （別記 ２） 

ウ 相談支援事業 （別記 ３） 

エ 成年後見制度利用支援事業 （別記 ４） 

オ 成年後見制度法人後見支援事業 （別記 ５） 

カ 意思疎通支援事業 （別記 ６） 

キ 日常生活用具給付等事業 （別記 ７） 

ク 手話奉仕員養成研修事業 （別記 ８） 

ケ 移動支援事業 （別記 ９） 

コ 地域活動支援センター機能強化事業 （別記 10） 

［任意事業］ （別記 11） 

［障害支援区分認定等事務］ （別記 12） 
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（別記４）成年後見制度利用支援事業 

１ 目的 

障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認め

られる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、こ

れらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。 

２ 事業内容 

成年後見制度の利用に要する費用のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援する法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下、「法施行規則」という。）

第６５条の１０の２に定める費用（成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑

定費用等)及び後見人等の報酬等）の全部又は一部を補助する。 

３ 対象者 

障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者又は精神障害者であり、後

見人等の報酬等必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年後見制度の利用

が困難であると認められる者 

（別記５）成年後見制度法人後見支援事業 

１ 目的 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制

を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害

者の権利擁護を図ることを目的とする。 

２ 事業内容 

（１） 法人後見実施のための研修 

ア 研修対象者 

法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等 

イ 研修内容等 

市町村は、それぞれの地域の実情に応じて、法人後見に要する運営体制、財源確保、

障害者等の権利擁護、後見監督人との連携手法等、市民後見人の活用も含めた法人後

見の業務を適正に行うために必要な知識・技能・倫理が修得できる内容の研修カリキ

ュラムを作成するものとする。 

（２） 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

ア 法人後見の活用等のための地域の実態把握 

イ 法人後見推進のための検討会等の実施 

（３） 法人後見の適正な活動のための支援 

ア 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団体が困難事例等に円

滑に対応できるための支援体制の構築 

（４） その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関
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する事業 

３ 留意事項 

（１） 事業の実施に当たっては、地域の実情に応じて、複数の市町村が連携し広域的に

研修を実施するなど、最も効果的な方法により実施すること。 

（２） 実施主体である市町村は、社会福祉協議会やＮＰＯ法人等適切な事業運営が確保

できると認められる団体に委託することができるものとする。 

（３） 研修受講に係る教材費等については、受講者の負担とすること。 

 

 

○北広島市地域生活支援事業実施要綱（平成21年2月6日市長決裁） 

 

(成年後見制度利用支援事業) 

第6条 成年後見制度利用支援事業の内容及びその実施方法については、成年後見制度に係

る審判請求取扱要綱(平成14年3月29日市長決裁)の定めるところによる。 

(成年後見制度法人後見支援事業の内容) 

第6条の2 成年後見制度法人後見支援事業の内容は、障害者の権利擁護を図るため、障害

者の後見等(民法(明治29年法律第89号)に定める後見、保佐及び補助をいう。以下この

条において同じ。)の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備する

とともに、法人後見(後見等の業務であって法人が行うものをいう。)の活動を支援する

事業とする。 

 


